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審査増減返戻通知書等の様式等の変更について 

 

 本会の事業運営につきましては、日ごろ格別の御協力をいただき、厚くお礼申し上げ

ます。 

 さて、本会では、９月１２日から電算処理システムを全国統一システムに切り替えた

ことにより、本会から各保険薬局へ送付しております審査増減返戻通知書等の様式等を

変更することとなりました。 

つきましては、別添「写」のとおり各保険薬局に通知いたしますので、貴会におかれ

ましても会員への周知についてよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 業務一課二係 永井・加村  

     電 話 ０４８－８２４－２９０１  

 

 

 



○写  

事  務  連  絡  

平成２３年９月３０日  

 

   保 険 医 療 機 関 

 各 保 険 薬 局 様 

   指定訪問看護事業者 

埼玉県国民健康保険団体連合会 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

審査増減返戻通知書等の様式等の変更について 

 

 本会の事業実施につきましては、日ごろ格別の御協力をいただき、厚くお礼申し上げ

ます。 

 さて、本会では、９月１２日から電算処理システムを全国統一システムに切り替えた

ことにより、本会から送付しております審査増減返戻通知書等について、平成２３年９

月審査分（今回送付分）から別紙の「１」に記載のとおり、様式等を変更することにな

りましたのでよろしくお願いいたします。 

 また、新様式は全国国保連合会共通の様式となっているため、今後送付いたします「増

減点・返戻通知書」等の増減点事由については、別紙の「２」に記載のとおり旧様式で

使用していた増減点事由に読み替えていただきますよう、重ねてお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 業務一課          

     電 話 ０４８－８２４－２９０１  

 



別紙

１  審査増減返戻通知書等の様式及び名称の変更について

・参考（変更前（平成２３年８月審査分まで）の名称等）

国保

後期

国保

後期

 

２  増減点事由の読み替えについて

・新様式で使用している全国国保連合会共通の増減点事由 ・旧様式で使用していた本県の増減点事由

Ａ → Ａ

Ｂ → Ｂ

Ｃ → Ｃ

Ｄ → Ｄ

Ｆ → Ｆ

※  新様式の事由を、旧様式の事由に読み替えてください。

※  「Ｇ　請求点数等の集計が誤っているもの」、「Ｈ　縦計算が誤っているもの」、「Ｋ　その他」については本県の事由と同じため、本表への掲載は省略しました。

固定点数（施術料）が誤っているもの 固定点数が誤っているもの

過剰と認められるもの 療養担当規則等に照らし、医学的に過剰・重複と認められるもの

重複と認められるもの 療養担当規則等に照らし、Ａ・Ｂ以外の医学的理由により適当と認められないもの

前各号の外不適当又は不必要と認められるもの 告示・通知の算定要件に合致していないと認められるもの

過
誤
・

再
審
査

診療報酬請求書の再審査決定について(通知)【保険者申出分】
診療報酬請求書の再審査決定について(通知)【医療機関申出分】
※過誤については、審査増減返戻通知書の右下に件数を記載

・様式：３頁のとおり（国保・後期で１枚作成）

・名称：過誤・再審査結果通知書

過誤・再審査結果通知書

適応と認められないもの 療養担当規則等に照らし、医学的に適応と認められないもの

過
誤
・

再
審
査

・平成２３年９月審査分からの新様式及び名称

当
月
審
査

審査増減返戻通知書
・様式：２頁のとおり（国保・後期で１枚作成）

・名称：増減点・返戻通知書
増減点返戻通知書

当
月
審
査

－１－



増減点・返戻通知書
医療機関番号

月診療分）診療報酬明細書（柔整療養費支給明細書）を審査した結果、下記のとおり請求点数増減返戻がありましたのでお知らせします。

埼玉県国民健康保険団体連合会

殿平成年月作成／頁

平成年月請求分（

－２－ 

医療機関番号

保険者番号

保険者名 科別
保険
制度

本･家

入･外

法別

① ② ③ ④ 

被保険者鉦配号・番号

被保険者氏名

増減

箇所 増点/増額 減点/減額

.－部負担金

増額 減額 日数

屡戻

点数/金額
摘要

診療

年 月
備考

点数

丁一Ｆ－－

● 

箇所の記号

医科 歯科 柔整
増減点事由 通信欄

1０ 

2０ 

3０ 

4０ 

5０ 

6０ 

7０ 

8０ 

9０ 

9３ 

9７ 

診察１１～1４.

投薬２１～2８

注射３１～3３３９

処置

手術･麻酔５４

検査･病理

画像診断

その他

入院９２

診断群分類

食事

1０ 

2０ 

3０ 

4０ 

5０ 

5８ 

5９ 

6０ 

7０ 

8０ 

9０ 

9７ 

診察１１～1４

投薬･注射２１～2７

注射･Ｘ線検査３１～3３３９

処置４１～4４

手術･麻酔５４

修復

補綴
61～6４ 

検査・病理

画像診断

その他

入院９２

食事

1０ 

2０ 

3０ 

4０ 

5０ 

6０ 

7０ 

8０ 

9０ 

初検

往療

整復

固定

施療

金属副子

後療

電法

その他

Ａ 

８ 

Ｃ 

， 

Ｆ 

Ｇ 

Ｈ 

Ｋ 

適応と鹿められないもの

過剰と鹿められるもの

重複と鰹められるもの

前各号の外不適当又は不必要と鰯められるもの

固定点数（施術料）が誤っているもの

購求点数等の集計が誤っているもの

縦計算が娯っているもの

その他



過誤・再審査結果通知書

医療機関番号
保険者より申し出があり過誤・再審査した結果、下記のとおり決定しましたのでお知らせします。 埼玉県国民健康保険団体連合会

平成年月日作成／頁殿

増減一部負担金返戻

箇所事由増点/増額減点/減顛増額減額日数点数/金額
保険者番号

保険者名

巨
３ 

医療機関番号

保険者番号

保険者名
科別

保険

制度

本家
入外

法

① ② 

別

③ ④ 

被保険者証記号・番号
被保険者氏名

増減

箇所 事由 増点/増額 減点/減額

－部負担金

増額 減額

返戻

日数 点数/金額
摘要

診療
年月

備考

70 

' 

● 

箇所の記号

医科 歯科 柔整
増減点事由 通信欄

1０ 

2０ 

3０ 

4０ 

5０ 

6０ 

7０ 

8０ 

9０ 

9３ 

9７ 

診察１１～1４

投薬２１～2８

注射３１～33.39

処置

手術･麻酔５４

検査･病理

画像診断

その他

入院９２

診断群分類

食事

1０ 

2０ 

3０ 

4０ 

5０ 

5８ 

5９ 

6０ 

7０ 

8０ 

9０ 

9７ 

診察１１～1４

投薬･注射２１～2７

注射･Ｘ線検査３１～33.39

処置４１～4４

手術･麻酔５４

修復

補綴
61～6４ 

検査･病理

画像診断

その他

入院９２

食事

1０ 

2０ 

3０ 

4０ 

5０ 

6０ 

7０ 

8０ 

9０ 

初検

往療

整復

固定

施療

金属副子

後療

電法

その他

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

， 

Ｆ 

Ｇ 

Ｈ 

Ｋ 

適応と認められないもの

過剰と認められるもの

重複と認められるもの

前各号の外不適当又は不必要と鰯められるもの

固定点数（施術料）が誤っているもの

請求点数等の集計が誤っているもの

縦計算が誤っているもの

その他
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